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みなさま、おはようございます。 

桑原事務所の森野です。 

 

突然ですが、ご自身の会社の「残業時間の上限」はご存じでしょうか？ 

あまり認識していない方もいらっしゃるかもしれません。 

 

今回は、来年 4 月から適用される建設・自動車運転・医師の時間外労働の上限規制についてお伝えし

ます。 

 

従業員に残業や休日出勤をさせる場合には、「36 協定」の締結と監督署への届出が必須です。 

会社と従業員は、「1 日又は 1 年で、これくらいは残業させることがある」という時間数等を定め 36 協定

を締結します。 

上限なく残業や休日出勤をさせることがないように、この 36 協定で定めることができる時間数には、上限

が定められています。 

 



ただし、建設事業・自動車運転・医師等については、業務の特性上、現在この上限規制は適用されて

いません。 

 

2024 年 4 月からは以下のように上限規制が適用されます。 

 



 

 

様々な事情により、なかなか残業が減らせない…という会社さんもあるかもしれません。「トラックドライバー

の 2024 年問題」もよく耳にするようになってきました。今回お伝えしたのはあくまで「協定で定めることがで

きる時間の上限」です。従業員の健康やワークライフバランスのためにも、残業や休日出勤はできるだけ少

ない時間で抑えるようにしましょう。 

 

ご不明点等ございましたら、 お気軽に当事務所までご連絡ください。 
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